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保護者の皆様

大田原市立黒羽小学校長 田崎 真

弾道ミサイルに係る対応について

日頃より、本校教育に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、過日の弾道ミサイル発射を受け、対応について基本的な方針が国や教育委員会から

示されました。その方針を参考に、本校における対応を下記のようにまとめましたので御家

庭でも御指導をお願いいたします。

記

１ 基本的な対応について

裏面 国民保護ポータルサイト「弾道ミサイルの落下時の行動について」を参照ください。

２ 学校の対応について

（１）児童（生徒）への指導

【登校後にＪアラートにより、屋内避難への呼びかけがあった場合】

※この場合は、学校で避難行動を取ります。

○校内放送により校舎内に避難させます。

○ミサイルが着弾した直後については、外に出ないで屋内避難を続けます。

また、被害の内容について、テレビ、ラジオ、インターネット等を通じて情報収集に

努め、児童（生徒）の安全を確保します。行政からの指示があればそれに従います。

【登下校中にＪアラートが鳴り、通学路の地域の方々から避難所情報を聞いた場合】

※この場合は、各自の判断で避難行動を取ることがあることを児童（生徒）に指導します。

○家が近い場合は家に向かう。

○家に誰もいない場合や学校が近い場合は、学校へ向かう。

○緊急の場合は「あんしん家」や、近くの店舗や民家に理由を説明して逃げ込む。

○スクールバス乗車中は、運転手の指示に従う。

（２）保護者の皆様へのお願い

【Ｊアラートの情報伝達があった場合】

○「いつ」発射されるか分からないため、各家庭で情報が伝達された場合にどのような

行動を取るかをあらかじめ話し合う機会をもってください。

○朝の登校前にミサイルが発射された場合は、「自宅待機」とし、安全を確認してから

登校させてください。

○「自宅待機」による遅刻は、遅刻扱いにならないよう配慮いたします。

（３）地域住民へのお願い

【児童（生徒）が登下校中にＪアラートの情報伝達があった場合】

○学区内の地域住民に対して、登下校している児童生徒に声をかけていただくことや、

屋内避難、避難誘導の協力を「学校だより」等で依頼します。
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